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大分県立芸術文化短期大学入学資格審査実施要領

学校教育法施行規則第１５０条第７号の規定により本学へ入学を志願する者については、事前

に個別の入学資格審査を受け、入学資格を認められた場合に限り出願を認めます。

記

１ 入学資格審査の対象者

（１）高等学校段階を有する外国人学校を卒業した者及び卒業見込みの者

（２）専修学校や各種学校等における学修歴や大学の科目等履修生としての単位の取得など

の個人の学修歴、社会における実務経験や取得した資格などに基づいて、高等学校を

卒業した者と同等以上の学力があると確認できる者

２ 申請手続

（１）申請期間

①推薦入試を志願する場合 平成２２年１０月１５日（金）まで（必着）

②一般入試を志望する場合 平成２２年１２月２２日（水）まで（必着）

（２）申請先

〒８７０－０８３３ 大分市上野丘東１番１１号

大分県立芸術文化短期大学 教務学生グループ

TEL ０９７－５４５－０５４２（代表）

０９７－５４５－４２２５（直通）

※下記の「３ 申請書類」を一括して封筒に入れ、封筒表面に「大学入学資格認定

申請書在中」と朱書きし、「書留速達郵便」又は「直接持参」により申請してく

ださい。なお、一度受付をした申請書類は返却しません。

３ 申請書類

（１）本要項１（１）に該当する者

① 入学資格認定申請書（本学所定の様式）

② 学修等の履歴書（成績証明書、調査書等）

③ 卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書

④ 当該学校の教育内容等を証明できるもの（修業年限、授業時間数、授業科目、

必要単位数等が明記されたもの。）

⑤ 返信用封筒（長形３号封筒に申請者の宛先明記のうえ３５０円分切手貼付）

（２）本要項１（２）に該当する者

① 入学資格認定申請書（本学所定の様式）

② 学修歴を確認できるもの（卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書、

成績証明書、単位修得証明書等）

③ 社会での実務経験の期間及び内容を証明できるもの

④ 返信用封筒（長形３号封筒に申請者の宛先明記のうえ３５０円分切手貼付）
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４ 審査方法

申請書類により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを審査します。

５ 審査体制

入試委員会の審議を経て学長が認定します。

６ 入学資格審査の結果

入学資格審査の結果は、申請者に郵送により通知します。

入学資格を認められた者については、「大分県立芸術文化短期大学入学資格認定書」

を同封します。

７ 大分県立芸術文化短期大学入学者選抜試験の出願について

「大分県立芸術文化短期大学入学資格認定書」の交付を受けた者は、本学の入学者選抜試

験に出願することができます。出願の際は、必ず「大分県立芸術文化短期大学入学資格認

定書（写）」を添付してください。
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平成 年 月 日

入学資格認定申請書

大分県立芸術文化短期大学 殿

平成２３年度入学者選抜試験にかかる入学資格の認定を受けたいので、必要書類を添えて

申請します。

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ※整理番号

男

氏 名 女 ※認定の可否 可 ・ 否

生年月日 昭和・平成 年 月 日生

就学期間 学校名

年 月 ～ 年 月

学 年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

履 歴 年 月 ～ 年 月

歴 年 月 ～ 年 月

事 年 月 ～ 年 月

項 就業期間 勤務先・所属 具体的な職名とその職務内容

実 年 月～

中 務 年 月

学 経 年 月～

校 験 年 月

卒 年 月～

業 職 年 月

後 歴 年 月～

年 月

資格等名 取得年月日

資格

免許

等

連絡先 〒 －

住 所 都道

電 話 府県

電話（ ） －

・電話番号（ － － ）

緊 急 相手方（名称）１自宅、２親戚、３職場、４その他（ ）

連絡先 ・携帯電話（ － － ）

・ｅ－ｍａｉｌアドレス（ ）

（注）１ ※欄は、本大学で処理しますので、記入しないでください。

２ 履歴事項欄が不足する場合、別紙として添付してください。

３ 学修歴を確認できるものを添付してください。…卒業（修了）証明書又は卒業（修了）

見込証明書、成績証明書、単位修得証明書等

４ 実務経験の期間及び内容を証明できるものを添付してください。


